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○
財
務
省
告
示
第
百
五
十
二
号

大
韓
民
国
産
、
中
華
人
民
共
和
国
産
並
び
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖
か
ら
成
る
独
立
の
関
税
地
域
産
熱
延
鋼
帯

及
び
鋼
板
に
対
す
る
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
と
し

た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
一
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

一

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
し
た
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い

う
。
）
の
名
称
及
び
住
所

名

称

住

所

日
本
製
鉄
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
六
番
一
号

Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
三
号

株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
脇
浜
海
岸
通
二
丁
目
二
番
四
号
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株
式
会
社
中
山
製
鋼
所

大
阪
府
大
阪
市
大
正
区
船
町
一
丁
目
一
番
六
十
六
号

二

法
第
八
条
第
五
項
の
調
査
（
以
下
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
に
係
る
貨
物
（
以
下
「
調
査
対
象
貨
物
」
と
い
う
。
）
の

品
名
、
銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

㈠

品
名

熱
延
鋼
帯
及
び
鋼
板

㈡

銘
柄
及
び
型
式

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
品

イ

熱
間
圧
延
を
し
た
鉄
又
は
非
合
金
鋼
の
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
（
炭
素
の
含
有
量
が
全
重
量
の
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
で
あ
っ
て
、
形
状
を
問
わ
ず
、
ク
ラ
ッ
ド
し
、
め
っ
き
し
若
し
く
は
被
覆
し
た
も
の
又
は
巻
い
て
い
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）
。
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム

（
Ｈ
Ｓ
）
の
品
目
表
（
以
下
「
Ｈ
Ｓ
品
目
表
」
と
い
う
。
）
第
七
二
〇
八
・
一
〇
号
、
第
七
二
〇
八
・
二
五
号
、
第
七

二
〇
八
・
二
六
号
、
第
七
二
〇
八
・
二
七
号
、
第
七
二
〇
八
・
三
六
号
、
第
七
二
〇
八
・
三
七
号
、
第
七
二
〇
八
・
三

八
号
、
第
七
二
〇
八
・
三
九
号
、
第
七
二
〇
八
・
四
〇
号
、
第
七
二
〇
八
・
五
二
号
、
第
七
二
〇
八
・
五
三
号
、
第
七

二
〇
八
・
五
四
号
、
第
七
二
〇
八
・
九
〇
号
、
第
七
二
一
一
・
一
三
号
、
第
七
二
一
一
・
一
四
号
又
は
第
七
二
一
一
・

一
九
号
に
分
類
さ
れ
る
。
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ロ

熱
間
圧
延
を
し
た
そ
の
他
の
合
金
鋼
の
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
（
炭
素
の
含
有
量
が
全
重
量
の
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
、
か
つ
、
ほ
う
素
の
含
有
量
が
全
重
量
の
〇
・
〇
〇
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
か
つ
、
Ｈ
Ｓ
品
目
表
第
七
二
類
の

注
１
⒡
に
記
載
の
ほ
う
素
以
外
の
元
素
の
含
有
量
が
基
準
以
下
の
も
の
と
し
、
形
状
を
問
わ
ず
、
ク
ラ
ッ
ド
し
、
め
っ

き
し
若
し
く
は
被
覆
し
た
も
の
又
は
巻
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除

く
。
）
。
Ｈ
Ｓ
品
目
表
第
七
二
二
五
・
三
〇
号
、
第
七
二
二
五
・
四
〇
号
、
第
七
二
二
五
・
九
九
号
、
第
七
二
二
六
・

九
一
号
又
は
第
七
二
二
六
・
九
九
号
に
分
類
さ
れ
る
。

㈢

特
徴

鉄
又
は
非
合
金
鋼
等
の
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
の
う
ち
熱
間
圧
延
を
し
た
鋼
帯
及
び
鋼
板
で
あ
り
、
自
動
車
、

電
機
、
建
材
、
容
器
、
鋼
管
等
、
広
汎
な
用
途
に
利
用
さ
れ
る
。

三

調
査
対
象
貨
物
の
供
給
者
及
び
供
給
国
又
は
地
域

㈠

供
給
者
（
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
こ
と
を
求
め
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
）

別
表
の
と
お
り

㈡

供
給
国
又
は
地
域

大
韓
民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と
い
う
。
）
、
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を

除
く
。
以
下
「
中
国
」
と
い
う
。
）
並
び
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖
か
ら
成
る
独
立
の
関
税
地
域
（
以
下

「
台
湾
」
と
い
う
。
）
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四

調
査
を
開
始
す
る
年
月
日

令
和
八
年
六
月
一
日

五

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

㈠

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
に
関
す
る
事
項

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
た
だ
し
、
不
当
廉
売
関
税
等
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定

貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
の
会

社
設
立
の
時
か
ら
同
日
ま
で
）

㈡

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
に
関
す
る
事
項

令

和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六

調
査
の
対
象
と
な
る
事
項
の
概
要

㈠

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
に
関
す
る
事
項

イ

調
査
対
象
貨
物
の
正
常
価
格
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
常
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ

調
査
対
象
貨
物
の
本
邦
向
け
輸
出
価
格

ハ

調
査
対
象
貨
物
の
正
常
価
格
と
本
邦
向
け
輸
出
価
格
と
の
差
額
（
以
下
「
不
当
廉
売
差
額
」
と
い
う
。
）
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ニ

そ
の
他
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
の
認
定
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

㈡

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
に
関
す
る
事
項

イ

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
量

ロ

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
に
お
け
る
当
該
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
価
格
に
及
ぼ

す
影
響

ハ

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
当
該
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
を
生
産
し
て
い
る
本
邦
の
産
業

に
及
ぼ
す
影
響

ニ

そ
の
他
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
当
該
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
を
生
産
し
て
い
る
本
邦

の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
の
有
無
の
認
定
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

七

申
請
者
の
主
張
の
概
要

㈠

申
請
者
が
本
邦
の
産
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
す
る
事
実

申
請
者
は
、
本
邦
に
お
い
て
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
を
生
産
及
び
販
売
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
令
和
六
年
十
月

一
日
か
ら
令
和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
お
け
る
当
該
同
種
の
貨
物
の
本
邦
に
お
け
る
総
生
産
高
に
占
め
る
申
請
者
の
生
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産
高
の
割
合
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
超
で
あ
る
。

㈡

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実

イ

正
常
価
格
に
つ
い
て
、
韓
国
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
は
、
韓
国
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
と
同

種
の
貨
物
の
国
内
販
売
価
格
を
採
用
し
た
。
中
国
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
は
、
中
国
と
比
較
可
能

な
最
も
近
い
経
済
発
展
段
階
に
あ
る
国
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
国
内
販
売
価
格
を
採
用
し
た
。
台

湾
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
は
、
台
湾
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
国
内
販
売
価
格

を
採
用
し
た
。

ロ

本
邦
向
け
輸
出
価
格
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
貨
物
に
係
る
本
邦
の
輸
入
通
関
価
格
か
ら
海
上
輸
送
費
等
を
控
除
し

て
算
定
し
た
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
よ
り
、
韓
国
、
中
国
又
は
台
湾
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
係
る
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
令

和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
不
当
廉
売
差
額
率
（
不
当
廉
売
差
額
を
本
邦
向
け
輸
出
価
格
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
）

を
算
出
す
る
と
、
韓
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
間
と
な
り
、
中

国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
間
と
な
り
、
台
湾
を
原
産
地
と
す
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る
も
の
に
つ
い
て
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
間
と
な
る
。

㈢

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実

イ

調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
量
は
、
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
上
半
期
ま
で
の
間
に
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
著
し

く
増
加
し
、
同
期
間
に
お
い
て
、
国
内
需
要
量
に
占
め
る
当
該
輸
入
量
の
割
合
も
上
昇
し
た
。

ロ

調
査
対
象
貨
物
の
国
内
販
売
価
格
は
、
令
和
四
年
度
以
降
、
申
請
者
産
品
の
国
内
販
売
価
格
を
著
し
く
下
回
っ
て
お

り
、
本
邦
の
産
業
は
調
査
対
象
貨
物
を
引
き
合
い
に
値
下
げ
を
要
求
さ
れ
、
又
は
製
造
コ
ス
ト
の
上
昇
に
応
じ
た
値
上

げ
を
拒
否
さ
れ
た
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
よ
り
、
売
上
高
営
業
利
益
率
が
低
い
水
準
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
本
邦
の
産
業
に
実
質
的
な
損
害
が
生
じ

た
。

八

令
第
十
条
第
一
項
前
段
及
び
第
十
条
の
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
証
言
、
令
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
証
拠
等
の
閲
覧
、
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
質
の
申
出
、
令
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
意
見
の
表
明
並
び
に
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
限

㈠

証
拠
の
提
出
及
び
証
言
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
九
月
一
日
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㈡

証
拠
等
の
閲
覧
に
つ
い
て
の
期
限

令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
こ
と
の
決
定
、
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
関
税
を
課
さ
な
い
こ
と
の
決
定
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
を
取
り
や
め
る
こ
と

の
決
定
に
係
る
告
示
の
日

㈢

対
質
の
申
出
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
十
月
一
日

㈣

意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
十
月
一
日

㈤

情
報
の
提
供
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
十
月
一
日

な
お
、
こ
れ
ら
の
手
続
の
ほ
か
、
供
給
者
及
び
本
邦
企
業
の
実
態
調
査
（
現
地
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

㈠

本
件
に
つ
い
て
、
令
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
中
国
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
生
産
者
が
明
確
に
示

す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
特
定
貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
に
は
、
以
下
の

事
実
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

イ

価
格
、
費
用
、
生
産
、
販
売
及
び
投
資
に
関
す
る
生
産
者
の
決
定
が
市
場
原
理
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
決
定
に
対
す
る
政
府
（
当
該
調
査
対
象
貨
物
の
原
産
国
の
中
央
政
府
、
地
方
政
府
又
は
公
的
機
関
を
い
う
。
ニ
に
お
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い
て
同
じ
。
）
の
重
大
な
介
入
が
な
い
事
実

ロ

主
要
な
投
入
財
（
原
材
料
等
）
の
費
用
が
市
場
価
格
を
反
映
し
て
い
る
事
実

ハ

労
使
間
の
自
由
な
交
渉
に
よ
り
労
働
者
の
賃
金
が
決
定
さ
れ
て
い
る
事
実

ニ

生
産
手
段
の
政
府
に
よ
る
所
有
又
は
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
実

ホ

会
計
処
理
が
、
国
際
会
計
基
準
又
は
そ
れ
に
準
じ
た
形
で
適
切
に
行
わ
れ
て
お
り
、
財
務
状
況
が
非
市
場
経
済
的
な

要
因
に
よ
り
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
事
実

㈡

証
拠
の
提
出
及
び
証
言
、
証
拠
等
の
閲
覧
の
申
請
、
対
質
の
申
出
、
意
見
の
表
明
又
は
情
報
の
提
供
の
宛
先

東
京
都

千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
一
番
一
号

財
務
省
関
税
局
関
税
課
特
殊
関
税
調
査
室

㈢

そ
の
他

イ

本
調
査
は
日
本
語
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
証
拠
の
提
出
及
び
証
言
、
証
拠
等
の
閲
覧
の
申
請
、
対
質
の
申
出
、
意

見
の
表
明
又
は
情
報
の
提
供
は
日
本
語
の
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
原
文
が
日
本
語
以
外

の
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
原
文
に
加
え
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

本
調
査
の
開
始
に
当
た
り
、
令
第
十
条
第
三
項
前
段
及
び
第
十
条
の
三
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
を
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求
め
る
た
め
、
前
記
三
㈠
の
供
給
者
及
び
そ
の
他
の
調
査
開
始
の
日
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
利
害
関
係
者
に
対
し
、

質
問
状
を
送
付
し
、
期
限
を
定
め
て
回
答
を
求
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
か
ら
も
回
答
が
得
ら
れ
る
よ
う
当

該
質
問
状
を
財
務
省
及
び
経
済
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

当
該
質
問
状
の
送
付
を
受
け
た
利
害
関
係
者
は
所
定
の
期
限
ま
で
に
回
答
を
行
う
も
の
と
し
、
利
害
関
係
者
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
告
示
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
当
該
質
問
状
の
送
付
を
受
け
な
か
っ
た
者
は
、
本
告
示
の
日
か
ら

十
四
日
以
内
に
前
記
㈡
の
宛
先
に
利
害
関
係
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
添
え
て
書
面
で
申
し
出
た
上
で
、

財
務
省
若
し
く
は
経
済
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
当
該
質
問
状
を
入
手
し
、
又
は
当
該
質
問
状
の
送
付
を
受
け
、

所
定
の
期
限
ま
で
に
回
答
を
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表

調
査
対
象
貨
物
の
供
給
者
（
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
こ
と
を
求
め
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
）

国
又
は
地
域
名

供

給

者

韓
国

株
式
会
社
ポ
ス
コ



- 11 -

現
代
製
鉄
株
式
会
社

中
国

中
国
宝
武
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

宝
山
鋼
鉄
股
份
有
限
公
司

武
漢
鋼
鉄
有
限
公
司

太
原
鋼
鉄
（
集
団
）
有
限
公
司

宝
鋼
集
団
新
疆
八
一
鋼
鉄
有
限
公
司

重
慶
鋼
鉄
股
份
有
限
公
司

新
余
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

馬
鞍
山
鋼
鉄
股
份
有
限
公
司

鞍
鋼
集
団
有
限
公
司

鞍
鋼
股
份
有
限
公
司

鞍
山
鋼
鉄
集
団
公
司

攀
鋼
集
団
有
限
公
司
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本
鋼
集
団
有
限
公
司

首
都
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

首
鋼
遷
安
鋼
鉄
有
限
責
任
公
司

通
化
鋼
鉄
集
団
有
限
責
任
公
司

山
東
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

河
鋼
集
団
有
限
公
司

河
鋼
集
団
唐
鋼
公
司

河
鋼
集
団
邯
鋼
公
司

河
鋼
集
団
承
鋼
公
司

江
蘇
沙
鋼
集
団
有
限
公
司

東
北
特
殊
鋼
集
団
股
份
有
限
公
司

包
頭
鋼
鉄
（
集
団
）
有
限
責
任
公
司

北
京
建
龍
重
工
集
団
有
限
公
司
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山
西
建
龍
実
業
有
限
公
司

河
北
津
西
鋼
鉄
集
団

河
北
鑫
達
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

河
北
燕
山
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

唐
山
文
豊
特
鋼
有
限
公
司

唐
山
瑞
豊
鋼
鉄
（
集
団
）
有
限
公
司

河
北
安
豊
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

辛
集
市
澳
森
特
鋼
集
団
有
限
公
司

徳
龍
鋼
鉄
集
団

天
津
市
新
天
鋼
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

唐
山
港
陸
鋼
鉄
有
限
公
司

河
北
太
行
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

唐
山
首
唐
宝
生
機
能
材
料
有
限
公
司
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山
西
晋
南
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

凌
源
鋼
鉄
集
団
有
限
責
任
公
司

南
京
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

中
天
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

三
宝
集
団
股
份
有
限
公
司

山
東
鋼
鉄
股
份
有
限
公
司

山
東
泰
山
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

日
照
鋼
鉄
控
股
集
団
有
限
公
司

安
陽
鋼
鉄
集
団
有
限
責
任
公
司

安
陽
鋼
鉄
股
份
有
限
公
司

信
陽
鋼
鉄
有
限
責
任
公
司

湖
南
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

湖
南
華
菱
漣
源
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司
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広
東
宏
徳
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

広
西
柳
州
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

広
西
北
港
新
材
料
有
限
公
司

雲
南
穆
光
工
貿
有
限
公
司

陝
西
漢
中
鋼
鉄
集
団
有
限
公
司

酒
泉
鋼
鉄
（
集
団
）
有
限
責
任
公
司

台
湾

中
國
鋼
鐵
股
份
有
限
公
司

中
龍
鋼
鐵
股
份
有
限
公
司


